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自宅の物納

Q:相続により父から不動産を相続しまし

た。金銭での納付ができないので、自宅とそ

の土地を物納しようと思っています。物納し

た場合には、自宅にすむことはできなくなる

のでしょうか。

zへ：相続税の納付として土地・建物を物納

しても国と新たに賃貸借契約を結ぶことによ

り、その建物に引き続き居住することができ

ます ロ

国と賃貸借契約を結んだ場合は、賃借料を

国に支払い、土地・建物の現状変更を行う場

合などは、国の承諾が必要となります。

賃借料は、土地については前年度の相続税

課税標準価格、建物についてはその年度の4

月1日現在の建物評価額をもとに計算されま

す。

物納の要件には、①金銭で納付することを

困難とする事由があること。②申告期限まで

に物納申請すること。があります。①には、

相続により取得した財産とそれ以外の自己固

有の財産を含め、さらに近い将来における定

期預金の満期などの金銭収入の有無もあわせ

て考慮します。物納できる財産にも適不適が

ありますのでお気を付け下さい。物納価額は

時価ではなく、相続税評価額によります。

なお、不動産を物納する場合にかかる費用

は物納者の自己負担となります。
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